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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和3年2月4日(2021.2.4)

【公開番号】特開2020-91260(P2020-91260A)
【公開日】令和2年6月11日(2020.6.11)
【年通号数】公開・登録公報2020-023
【出願番号】特願2018-230274(P2018-230274)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｓ   7/03     (2006.01)
   Ｇ０１Ｓ  13/931    (2020.01)
   Ｂ６０Ｒ  16/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｓ    7/03     ２４０　
   Ｇ０１Ｓ   13/93     ２２０　
   Ｂ６０Ｒ   16/02     ６１０Ｊ

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月17日(2020.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周辺環境を検出する検出部と、
　前記検出部を車体に取り付けるためのブラケットと、
を備えた検出装置であって、
　前記検出部は、
　前記検出部の検出方向に前記ブラケットから露出する露出部を有する正面部と、
　前記検出部の厚み方向で前記正面部と反対側の背面部と、
　前記正面部と前記背面部との間の側面部と、を含み、
　前記ブラケットは、
　前記背面部に対向する底壁部と、
　前記ブラケットに対する前記検出部の装着を案内する第一の案内部と、を含み、
　前記第一の案内部は、
　前記検出部の一端部が、前記底壁部に向かって斜めに差し込まれ、当該一端部の側を回
動中心として前記検出部が回動されて前記ブラケットに装着される際、前記一端部の位置
を規制する、
ことを特徴とする検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の検出装置であって、
　前記ブラケットは、前記検出部の前記一端部の側において前記側面部に当接することに
より前記検出部の幅方向の変位を規制する位置決め部を含み、
　前記第一の案内部は、
　前記検出部の前記一端部が、前記底壁部に向かって斜めに差し込まれ、当該一端部の側
を回動中心として前記検出部が回動されて前記ブラケットに装着される際、前記一端部の
前記幅方向の位置を規制し、当該一端部を前記位置決め部へ案内するように設けられてい
る、
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ことを特徴とする検出装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の検出装置であって、
　前記第一の案内部は、
　前記ブラケットの前記底壁部に向かって前記検出部の幅方向で外方に傾斜して延びる傾
斜部である、
ことを特徴とする検出装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の検出装置であって、
　前記底壁部は、
　前記検出部の前記一端部が、前記底壁部に向かって斜めに差し込まれる際、前記一端部
と当接して前記側面部を前記位置決め部へ前記厚み方向に案内する第二の案内部を含む、
ことを特徴とする検出装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の検出装置であって、
　前記ブラケットは、
　前記側面部に対向する側壁部と、
　前記側壁部から前記検出部の側へ突出した突出部と、を含み、
　前記突出部は、前記第一の案内部と、前記位置決め部とを含む、
ことを特徴とする検出装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の検出装置であって、
　前記突出部の外形が、台形であり、
　前記台形の脚が、前記第一の案内部であり、
　前記台形の上底が、前記位置決め部である、
ことを特徴とする検出装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の検出装置であって、
　前記ブラケットは、前記検出部の前記一端部の側において前記正面部に当接し、前記底
壁部との間に前記検出部を挟んで保持する第一の係止部を含み、
　前記第一の案内部は、
　前記検出部の前記一端部が、前記底壁部と前記第一の係止部との間に斜めに差し込まれ
、当該一端部の側を回動中心として前記検出部が回動されて前記ブラケットに装着される
際、前記一端部の位置を規制する、
ことを特徴とする検出装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の検出装置であって、
　前記ブラケットは、
　前記検出部の幅方向の他端部の側において前記正面部に当接し、前記底壁部との間に前
記検出部の前記他端部を挟んで保持する第二の係止部を含む、
ことを特徴とする検出装置。
【請求項９】
　車両の周辺環境を検出する検出部と、
　前記検出部を車体に取り付けるためのブラケットと、
を備えた検出装置であって、
　前記ブラケットは、
　前記検出部を収容する収容空間を囲む側壁部及び底壁部と、
　前記側壁部から前記収容空間の側へ突出して設けられ、前記底壁部との間に前記検出部
の一端部を挟んで保持する係止部と、
　前記収容空間の深さ方向で前記係止部よりも前記底壁部の側に設けられ、前記側壁部か
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ら前記収容空間の内側へ突出する突出部と、を含み、
　前記突出部は、
　前記一端部の側の前記検出部の側面部に当接することにより、前記検出部の幅方向の変
位を規制する位置決め部と、
　前記位置決め部から前記底壁部へ向かって、前記収容空間の外側に傾斜して延びる傾斜
部と、を含む、
ことを特徴とする検出装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　その後、状態ＳＴ２に示すように、端部２ｂの側を回動中心として検出部２を回動させ
、端部２ｃを係止部５の内側に嵌め込む。端部２ｃは、検出部２の幅方向（Ｙ方向）で端
部２ｂとは反対側の端部である。端部２ｃを係止部５の内側に嵌め込む際、作業者は、ア
ーム部５ａの弾性変形を利用して指で係止部５を外側に一時的に変位させてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　押圧部９は、Ｙ方向に離間して２つ形成されている。押圧部９は、底壁部３０に立設さ
れたアーム部９ｂと、アーム部９ｂの開放端側に形成された当接部９ａとを一体に有する
弾性片である。アーム部９ｂはＹ方向で側壁部３２と同列となる位置（Ｚ方向で見ると同
じ位置）に形成されており、Ｚ方向に弾性変形可能である。検出部２の回動装着の際、ア
ーム部９ｂがＺ方向で外側（上側）に一時的に弾性変形することで、検出部２が位置決め
部１０と押圧部９との間に位置する。当接部９ａは検出部２の側面部２２ａにＺ方向に当
接し、押圧部９は検出部２をＺ方向で位置決め部１０の側に押圧する。これにより、検出
部２は位置決め部１０と押圧部９との間に挟持され、かつ、位置決め部１０によってＺ方
向の位置決めがなされる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　ストッパ１６は図３、図４に図示されている。ストッパ１６は側壁部３３から収容空間
３ｅの内側へＹ方向に突出した突出部であり、Ｚ方向に離間して複数形成されている。ス
トッパ１６の突出高さは、押圧部８の付勢によって検出部２が位置決め部７ａに当接して
位置決めされている状態では、検出部２の側面部２２ｄに当接しない高さとされる一方、
押圧部８の弾性変形の限界に達する前に側面部２２ｄに当接する高さとされている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　本実施形態の場合、開口部３２ａと開口部３４ａとでは、凹部の深さ（Ｘ’方向の凹み
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の深さ）が異なっている。開口部３２ａは底壁部３０の表面にまで達しており、凹みが深
い、実質的に側壁部３２が無い部分としている。一方、開口部３４ａは開口部３２ａと異
なり、開口部３４ａの底面が底壁部３０の表面よりも高い位置にあり、凹みが浅い。つま
り、開口部３４ａにおいても、側壁部３４は残存している。本実施形態の場合、上記の通
り、側壁部３２の側には、外側に壁部３５が存在する二重壁部構造となっており、壁部３
５の補強によって側壁部３２の剛性は側壁部３４に比べれば低いものでよい構造である。
このため、開口部３２ａを大きく形成することで、作業者が指先を挿入し易くしている。
一方、側壁部３４の側は一重壁部構造であるため、開口部３４ａにおいても高さの低い側
壁部３４を残存させ、その剛性を維持している。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　この実施形態によれば、回動方式により、前記検出部の装着を容易に行うことができる
。
　Ａ７．上記実施形態の検出装置では、
　前記ブラケットは、
　前記第三の側壁部から前記収容空間の側へ突出して設けられ、前記底壁部との間に前記
検出部の前記一端部を挟んで保持する第一の係止部(例えば4)と、
　前記第四の側壁部の側に設けられ、前記底壁部との間に前記検出部の他端部(例えば2c)
を挟んで保持する第二の係止部(例えば5)と、を含み、
　前記検出部は、前記一端部が前記底壁部と前記第一の係止部との間に斜めに差し込まれ
、当該一端部の側を回動中心として前記検出部が回動されて前記ブラケットに装着される
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　Ｂ２．上記実施形態の検出装置は、
　前記ブラケットは、前記検出部の前記一端部の側において前記側面部(例えば22c)に当
接することにより前記検出部の幅方向の変位を規制する位置決め部(例えば7a)を含み、
　前記第一の案内部は、
　前記検出部の前記一端部が、前記底壁部に向かって斜めに差し込まれ、当該一端部の側
を回動中心として前記検出部が回動されて前記ブラケットに装着される際、前記一端部の
前記幅方向の位置を規制し、当該一端部を前記位置決め部へ案内するように設けられてい
る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　Ｂ３．上記実施形態の検出装置では、
　前記第一の案内部は、
　前記ブラケットの前記底壁部に向かって前記検出部の幅方向で外方に傾斜して延びる傾
斜部である。
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【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　Ｂ７．上記実施形態の検出装置では、
　前記ブラケットは、前記検出部の幅方向の前記一端部の側において前記正面部に当接し
、前記底壁部との間に前記検出部を挟んで保持する第一の係止部(例えば4)を含み、
　前記第一の案内部は、
　前記検出部の前記一端部が、前記底壁部と前記第一の係止部との間に斜めに差し込まれ
、当該一端部の側を回動中心として前記検出部が回動されて前記ブラケットに装着される
際、前記一端部の位置を規制する。
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